
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2015 年（平成 27 年） 

 9 月 7 日（月） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ
   大阪市北区太融寺町 3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階

 

 

 

 
女性税理士がやさしく解説します！ 

「役員報酬の決め方」セミナー 
日 時：2015 年 11 月 12 日（木）  

14:00～15：00 （開場13:45～） 

講 師：税理士法人 SBCパートナーズ  

税理士 大西 里沙 

対 象：経営者・経営幹部 

定 員：10 名（先着順） 

参加費：一般参加 5,000 円（税込） 

弊社顧問契約先 3,000 円（税込）   
※参加費は当日会場にてお渡し下さい。    

会 場：税理士法人SBCパートナーズ   

東京オフィス 会議室 
東京都渋谷区神宮前6丁目19番13号 

J－6ビル9階 
JR 渋谷駅 宮益坂出口より、明治通り

を原宿方面へ徒歩6 分 
地下鉄渋谷駅13番出口より徒歩2分 

 
お問合せ：税理士法人ＳＢＣパートナーズ 

T E L：03-5468-3336 
（担当：吉田・森田）

SBC Seminar 
 

セミナー案内 

 

 

 

スキャナ保存に関するその

他の改正では、スキャナで

読み取る際に必要とされて

いる入力者等の電子署名が

不要とされ、タイムスタン

プを付すとともに、入力者

等に関する情報の保存が要

件とされました。重要書類

以外の書類について、スキ

ャナで読み取る際に必要と

されているその書類の大き

さに関する情報の保存が不

要とされるとともに、カラ

ー保存も不要とされていま

す。いわゆる白黒での保存

もＯＫということです。 

Ｓｃｏｐｅ 

スキャナ保存の改正点 

SBC Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ 
エスビーシー・ファーストタックス 

9月30日以後は領収書等もスキャナ保存可

国税庁が通達とＱ＆Ａを公表 
 

税務署長の承認を受けた者は、国税関係書類について、一定の

要件に従い、スキャナにより記録された電磁的記録を保存するこ

とをもって、その国税関係書類の保存に代えることができること

とされている。 

平成 27 年度の税制改正で、このスキャナ保存制度に関し、契約

書・領収書等の重要書類に付されていた 3 万円未満の金額基準が、

平成 27 年 9 月 30 日以後の承認申請分から廃止されることとなっ

た。これに伴い、重要書類については、保存要件として「適正事

務処理要件」が新たに付されることとなったが、国税庁はこのほ

ど、適正事務処理要件に関する通達等を新設するとともに、改正

後のスキャナ保存制度に関するＱ＆Ａも公表した。 

国税庁が、ホームページで公表したのは、以下の 3 点。 

① 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方

法等の特例に関する法律施行規則第 3 条第 5 項第 4 号ニに規

定する国税庁長官が定めるところを定める件の一部を改正す

る件（国税庁告示第 11号・平成 27 年 7月 3 日） 

② 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正につ

いて（法令解釈通達）（課総 9-8 等・平成 27 年 7 月 3 日）及

びその趣旨説明 

③「電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について」の一

部改正について（課総 9-10 等・平成 27年 7 月 3 日） 

改正後のスキャナ保存制度では、領収書等の重要書類の保存要

件として、書類の作成・受領からスキャナ入力（スキャナで読み

取り、タイムスタンプを付す等）までの各事務について、一定事

項（①相互けん制、②定期的なチェック、③再発防止策）を社内

規程等で整備し、それに基づき処理をする必要がある。 

公表されたＱ＆Ａでは、適正事務処理要件の具体的な内容や、

同要件を充足させるために必要となる社内規程等の例などが示さ

れている。なお、Ｑ＆Ａは、国税庁ＨＰで確認することができる。

（ホーム＞税について調べる＞その他法令解釈に関する情報＞そ

の他目次＞電子帳簿保存法について＞電子帳簿保存法Ｑ＆Ａ（平

成 27 年 9月 30 日以後の承認申請対応分）） 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


